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要　　　旨
2020年度診療報酬改定で「連携充実加算」が新設された。薬剤部では2021年初頭より本

算定に向けた取り組みを開始したため，報告する。算定要件では，登録レジメンをホーム
ページ上で公開する必要もあり，一部診療科については閲覧可能となっている。外来化学
療法に関わる職員及び地域の保険調剤薬局に勤務する薬剤師等を対象とした研修会等の実
施が求められ，2022年 2 月に第 1 回研修会を開催した。事前のアンケート調査において，
保険調剤薬局では，化学療法の内容や副作用の評価法，支持療法に関する情報が不足して
いることが示され，これを踏まえた研修を実践し，参加者にある一定の研修成果を得るこ
とができた。現状，当院の外来化学療法部門への薬剤師の関わりは人員不足の影響で極め
て限定的であるが，他の医療機関や保険調剤薬局からのニーズや相談応需に耐えうる体制
を整備し，延いては患者QOLを向上し得る取り組みを展開していきたい。

【はじめに】
がん治療における患者のQOLの観点から，外来

がん化学療法に対するニーズは益々高まっている。
外来がん化学療法のメリットとして，治療開始前と
変わらない生活が送れること，仕事や家事を行いな
がら治療が継続できるなどが挙げられる。一方で，
デメリットとしては抗がん薬や支持療法の管理，多
様な有害事象のモニタリングを患者や家族が実践す
る必要があることが挙げられる。がん治療において
服薬コンプライアンスや有害事象マネジメントは治
療効果に大きく影響するため，特にデメリットをど
のように回避していけるかが課題となる。

外来がん化学療法の質的向上に関して重要となる
ものの一つが，病院と保険調剤薬局薬剤師の連携を
含めた院内外でのチーム医療の展開であり，取り組
みに対する評価として，2020年度診療報酬改定にお
いて，病院には「連携充実加算」，保険調剤薬局に
は「特定薬剤管理指導加算 2 」が新設された 1 ）。両
算定は，外来がん化学療法の質向上のための総合的

な取り組みとして，「治療内容を情報提供し，患者
の状態を踏まえた必要な指導を行うとともに，地域
の保険調剤薬局薬剤師を対象とした研修会の実施等
の連携体制を整備している」場合を評価の対象とし
ている。一方，要件のハードルの高さから全国的に
も算定を達成している施設は少なく，2022年 ７ 月現
在における届出施設は全国で863件（地方厚生局 医
療機関届出情報データベース検索：https://caremap.
jp/cities/search/facility）であり，これは日本全国の
病院数総計8,236施設（厚生労働省 政府統計） 2 ）に
対して10％程度である。がん診療に携わる施設に限
ればもう少し割合は増えるものと思われるが，発足
から約 2 年経過した現段階において，その普及率は
決して高いとは言えない。

当院における外来がん化学療法室開設は2004年10
月，2008年 4 月より薬剤部では外来がん化学療法へ
の関わりを開始した 3 ）。一方，外来がん化学療法部
門に対応できるマンパワーは少なく，関わりの開始
当初より現時点に至るまでの間，薬剤師の介入は外
来がん化学療法施行患者の10％程度に留まってい
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る 4 ）。その理由として，一つは異動職場のために外
来がん化学療法室担当者を固定化できないことが挙
げられる。もう一つは，外来がん化学療法室におけ
る薬剤師の算定業務である「がん患者指導管理料ハ

（病院）」の人的算定要件，すなわち日本医療薬学会
認定がん専門薬剤師などの認定者を継続的に輩出す
ることが容易ではないことも原因となっている。外
来がん化学療法部門において，病院と保険調剤薬局
を橋渡しする薬剤師の存在は大きいが，現時点では
定数配置もできず他業務との兼務での関わりが限度
である。また，当院ではそもそもの薬薬連携事業が
希薄であることが原因となり，本事業に関する進捗
は非常に緩慢である。

このような中，当部門としては2021年初頭より本
算定に向けた取り組みを少しずつ進めてきた。今回
は，その経過と成果について報告するとともに，今
後の課題について考察する。

【取り組みの経過と成果】
対象は外来化学療法加算 1 のAを算定する患者で

ある。治療の目的及び治療の進捗等を文書により提
供した上で，患者の状態を踏まえて必要な指導を
行った場合に，連携充実加算として150点を月 1 回
に限り所定点数に加算できる。施設基準の算定要件
と当院の進捗を表 1 に示す。

表中の①～④について，以下に詳細な経緯をまと
めた。
①　 2021年 ７ 月に行われた院内の化学療法運営会議

において，管理栄養士の新規委員選出を提案
し，議決された。

②　 薬剤部製剤室が主な作成担当部署となり，当院
ホームページの該当項（https://www.niigata-cc.
j p / b u m o n / y a k u z a i G a n K a g a k u Ry o u h o u .
html#nyuusengeka01）においてレジメン内容を
公開している。現在は，乳腺外科，消化器外科
の汎用レジメンのみ登録が済んでいる（図 1 ）。

③　研修会の準備と開催
1 ）研修会開催に関する事前アンケート調査
［目的］

保険調剤薬局におけるがん薬物療法への関わ
りの実態，薬薬連携に関するニーズ・問題点の
把握，さらに研修内容の希望などを調査の目的
とした。

［方法］
当院近隣の保険調剤薬局 4 店舗に勤務する薬

剤師を対象として，2021年10月 8 日～18日の期
間中にweb（SurveyMonkey®）による匿名化ア
ンケートを実施した。回答は選択方式で収集し
た。調査結果を分析し，研修内容の立案や連携
事業の工夫などに活用した。倫理的配慮とし
て，回答者に予め集計数値として公表する旨を
開示し，同意の上で回答を得た。

［結果］
結果を図 2 に示す。回答薬剤師数は1７名，回

答率は100％であった。「Q1. がん領域の処方箋
を応需した際に不安に感じること」については

「化学療法の内容」が圧倒的多数を占めた。
「Q2. がん領域の処方箋を応需した際に服薬説
明に関する自信」では，「副作用に関する説明
はできるが，化学療法の内容に関する説明は困
難」とするものが約７0％と多い傾向があった。

「Q3. どのような情報を得たいか」では，「化学
療法のスケジュール」が80％以上，次いで「検
査値」「支持療法の意図」であった。「Q4. 有害
事象共通用語規準（CTCAE）への理解度」は

「まったく知らない」と「業務で活用すること
は困難」の合計で，約７0％を占めた。

［考察］
本調査の結果から，保険調剤薬局における情

報の希薄さが示唆された。とりわけ，治療上の
最重要事項である化学療法のスケジュール内容
が十分に把握できておらず，保険調剤薬局では

表 1　算定要件と当院の進捗
算定要件 進捗
外来化学療法加算 1 に係る届出を行っている 届出済み
外来化学療法加算 1 の施設基準に規定するレジメンに係る委員会に管理栄養士が
参加している

①　 2021年度より参加

当該保険医療機関で実施される化学療法のレジメンを当該保険医療機関のホーム
ページ等で閲覧できる

②　 乳腺外科，消化器外科のみ
登録完了

当該保険医療機関において外来化学療法に関わる職員及び地域の保険薬局に勤務
する薬剤師等を対象とした研修会等の実施

③　 2022年 2 月に第 1 回研修会
を開催，今後は年 1 回予定

他の保険医療機関及び保険薬局からのレジメンに関する照会や患者の状況に関す
る相談及び情報提供等に応じる体制がある

（体制についてはホームページや研修会等で周知している）

④　準備中
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手探り状態での服薬指導であることが明らかと
なった。また，「副作用に関する説明はできる」
とする一方で，その標準的評価法や支持療法に
関する共通認識については十分に理解できてい
ない，といったことが明確となった。したがっ
て，化学療法の内容・有害事象の評価法・支持
療法の意図に関する情報提供については対応を
急ぐ必要があり，研修会などを通じて早急に情
報共有を図ることが重要と考えられた。

2  ）がん治療の薬薬連携に関する全国研修会への
参加（図 3 ）

2021年11月，本事業に直結する実践型全国研
修会が開催された。当院としては，近隣保険調
剤薬局薬剤師とともに参加した（バーチャル・
ワークショップ in North Japan 病院薬剤師と保
険薬局薬剤師が一緒に学ぶ経口抗がん薬の薬薬
連携 ～ 1 st circular～：イーライリリー株式会
社共催）。活動目的や方向性の認識に加え，現
状の問題点と課題の抽出，アクションプランに
ついて協議することができ，有意義であった。
2022年 2 月には，当院薬剤部主催の第 1 回目研

修会開催を予定し，具体的な成果が得られたも
のと考える。

3 ）研修会の実施（図 4 ）
2022年 2 月15日，薬薬連携強化事業として，

2021年度第 1 回Niigata Cancer Center Hospital 
Seminar：NCCH SEMINARを開催した。開催形
式はZOOM Webinar®を利用したLive配信で行
い，双方向で参加できる形態とした。時間は業
務後の18時からの約 1 時間とし，講師は薬剤部
長および日本医療薬学会認定のがん専門薬剤師
にて対応した。薬剤部長からは現状の薬薬連携
事業と連携充実加算，特定薬剤管理指導加算 2
に関する制度概要について解説し，著者からは
研修会事前アンケートの結果について報告し
た。がん専門薬剤師からは，「がん薬物療法に
おけるレジメンの理解と有害事象の評価」とい
うテーマにて，先のアンケートで課題抽出され
た項目である化学療法の内容・有害事象の評価
法・支持療法の意図について具体例を提示しな
がらレクチャーし，理解を深めてもらった。

図 1　がん化学療法レジメンの院外施設への公開
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図 2　研修会開催に関する事前アンケート調査
（近隣保険調剤薬局 4 店舗に勤務する薬剤師N=1７）
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図 4　研修会（NCCH SEMINAR）の光景

図 3　 バーチャル・ワークショップ in North Japan 病院薬剤師と保険薬局薬剤師が一緒に学ぶ
経口抗がん薬の薬薬連携 ～ 1 st circular～（イーライリリー株式会社共催）への参加
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4 ）研修会開催後のアンケート調査
［目的］

研修参加後の効果を確認し，また研修会の内
容や運営に関するニーズ・問題点の把握，今後
の研修内容の希望などを調査することを目的と
した。

［方法］
2021年 2 月15日に開催したNCCH SEMINAR

に参加した，当院近隣の保険調剤薬局 4 店
舗 に 勤 務 す る 薬 剤 師 を 対 象 と し て，web

（SurveyMonkey®）による匿名化アンケートを
実施した。回答は選択方式と一部記述方式で収
集した。調査結果を分析し，研修内容の立案と
改善，連携事業の工夫などに活用した。倫理的
配慮として，回答者に予め集計数値として公表
する旨を開示し，同意の上で回答を得た。

［結果］
結果を図 5 に示す。回答薬剤師数は14名，回

答率は100％であった。Q1. 研修会のレベルは
「ちょうど良い」100％，Q2. 患者指導や薬薬連

図 5　研修会開催後のアンケート調査
（近隣保険調剤薬局 4 店舗に勤務する薬剤師N=14）
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携に活かせる内容であったとする回答も100％，
Q3. 今後の継続参加希望も100％であった。自
由記載の意見では，「どのような連携手段，レ
ポート内容が求められるのかについて相談した
い」といったものがあり，連携事業に対する前
向きな姿勢がうかがえた。また，定期・継続開
催の要望，症例報告会といった開催形式に関す
る希望もあり，今後の研修会開催における参考
となった。

［考察］
本調査の結果から，研修会開催に関する諸事

項において大きな問題となる点はなかった。講
義内容のレベルについては第 1 回をベースとし
て微調整するものである。なお，研修後の習熟
度をはかるべく，確認テストなどを実施すると
効果的と感じた。また，双方向参加型であった
ものの，総合討論の時間枠では質疑がほとんど
なかったことから，より質問しやすい環境を整
備するなどの対策が必要と思われた。自由記載
の希望にあった，症例報告・検討会といったス
タイルは，この点を解消する効果的な研修とも
言える。今後の参考としていきたい。

④　薬剤部の外来化学療法への関わりと今後の課題 
当院における外来化学療法部門への薬剤師の

関わりとして，図 6 にがん患者指導管理料ハの
算定推移を示す。2019年度までは兼任で複数名
担当していたが，2020年度以降は人員不足の影
響で固定の担当を配置できず，算定件数は激
減，極めて限定的な対応となった。現在，主に
はレジメン初回導入時，変更時における単回の

説明介入がほとんどであり，継続的なアプロー
チは困難な状況である。当然ながら，他の保険
医療機関や保険調剤薬局，患者からの相談に応
じる体制は準備できていない。今後のマンパ
ワー充足と，体制の再構築が喫緊の課題であ
る。

【今後の課題と考察】
国策として外来がん化学療法が推進されている

が，一翼を担うべき保険調剤薬局では処方箋を持参
した患者について，告知の有無，治療計画（使用薬
剤，投与期間，休薬情報など），レジメン内容，検
査値（肝・腎機能を含むすべて），支持療法や適応
外使用の説明など，多くの情報が不足しているのが
現状である。そのため，保険調剤薬局は処方箋に記
載されている内容のみからがん治療の全容を把握せ
ざるを得ず，病院と同じように適正な化学療法に寄
与することは極めて困難である。一方，外来がん化
学療法における病院薬剤師のかかわりは言わば

「点」での介入であり，在宅療養中のフォローは極
めて不十分である。病院と保険調剤薬局が密に連携
することは，これらの問題を解消し，患者に対する
シームレスな治療管理を実践する上で有効な手段で
ある。当部門としても，積極的に取り組むべきもの
ととらえており，以下には今後の課題について文献
を交えて考察した。
課題 1 　ホームページにおける情報公開と体制整備

当院における化学療法レジメンの登録数は数百と
多数であり，ホームページ登録作業にはそれなりの
時間を要する。通常業務の傍らといった対応である

図 6　がん患者指導管理料ハの算定推移
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が，工夫しながら作業を進めていく方針である。ま
た，これにあわせて，研修会という場を通してレジ
メン内容の情報提供と諸注意事項，有害事象対策に
関する情報共有を行っていく方針である。外来がん
化学療法部門に対する担当薬剤師の定数配置を前提
とし，他の保険医療機関や保険調剤薬局からの相談
応需に耐えうる体制整備を進めていく。そして，そ
の相談窓口・連絡先・研修会の予定やトレーシング
レポートの様式，登録レジメンなどの情報を盛り込
んだものをホームページ上で公開する予定である。
課題 2 　研修会の継続開催と質の担保

事前アンケートの結果にあるように，保険調剤薬
局では情報が希薄であり，かかわる薬剤師の不安が
大きいことが明らかとなった。特に，治療の基盤情
報である化学療法の内容，そして継続性を左右する
有害事象の評価法・支持療法の意図に関する内容に
ついての不安が大きく，その解消が重要である。研
修会は継続性を保ちながら内容の充実を図りつつ，
これらの内容については繰り返し触れていくべきと
考えている。鬼窪らの長野県中信地区における活動
報告 5 ）にも同様の傾向が示され，彼らはアンケー
トの分析結果から，病院薬剤師と保険調剤薬局薬剤
師から成るがん薬薬連携推進ワーキンググループ

（WG）を立ち上げ，相互の連携強化と参加者のレ
ベルアップを図るべく，スモールグループディス
カッション（SGD）を主体とした研修会を企画・運
営している。同WGの三浦らは，その具体的内容と
して，がん領域の仮想処方せんを用いた参加型SGD
研修会の実際と，高い研修成果について報告してい
る 6 ）。群馬県では，病院薬剤師会と薬剤師会の主催
で「薬薬連携（主にがん化学療法）への取り組みに
関する問題点と対応策を明確化する」ことをテーマ
とした「がん化学療法の薬薬連携推進のためのワー
クショップ」を開催しており，同様の成果を得てい
る ７ ）。当院における研修後アンケート結果でも考察
したが，研修会を通じた連携の醸成や習熟度評価は
重要であり，これを達成するためにも参加型SGDや
ワークショップ型研修会の開催，また参加者の自己
評価や確認テストといった手法は有用と考えてお
り，いずれも今後検討していくものである。
課題 3 　相互の情報共有体制の整備

当院の問題として，保険調剤薬局との情報共有が
希薄であることが挙げられる。研修会といった情報
交換の場を通して，お互いのニーズを把握し，医療
の質や患者QOLを向上し得る情報提供・共有のあ
り方について協議していきたい。がん治療の薬薬連
携を実践する多くの施設では，患者および保険調剤
薬局に対して様々な手法で情報提供を行ってい
る 8 -10）。一方，木村らの行った大阪府枚方地区にお
けるアンケート調査の報告11）によれば，保険調剤

薬局の大部分で，病院の作成した専用の情報提供用
紙を活用することなく，患者面談で独自に情報収集
を行っている実態が明らかとなった。これは，情報
提供用紙を患者が能動的に保険調剤薬局側に提示し
ない限り情報が伝わらないといったところが主な原
因であったため，運用に対する認知やそもそもの情
報共有の重要性に関する意識が徹底されていない限
りは有効に機能し得ないことが示唆された。現在，
比較的普及率の高まった「お薬手帳」を利用した情
報提供の手法を取り入れている施設が多く，化学療
法内容や副作用情報などをコンパクトにまとめて記
載した「お薬手帳」貼付用のシールで情報提供を行
うケースが散見される12）。周知度や利便性などを考
慮し，当院としても「お薬手帳」と貼付用シールを
利用した運用を検討していきたいと考えている。

保険調剤薬局薬剤師による患者介入は店舗によっ
て多様であるが，がん治療における有害事象評価と
いった点では，保険調剤薬局において，その評価法
として有害事象共通用語規準（Common Terminology 
Criteria for Adverse Events：CTCAE）が利用される
ことは少なく，またトレーシングレポートの様式も
施設間で異なっており，情報共有の標準化といった
点では問題点も多いのが現状である。有田ら13）は，
外来がん化学療法施行患者への介入時にCTCAEに
基づいて有害事象評価を行うことで，保険調剤薬局
薬剤師からの提案採択率が上昇したことを報告して
いる。また加藤ら14）は，京都府病院薬剤師会が作
成したCTCAE組み込み型の統一様式のトレーシン
グレポート「抗がん薬フォローアップシート」を運
用し，重篤な有害事象の早期発見・対応に寄与でき
たことを報告している。したがって，有害事象評価
の標準化は患者介入を行う上で重要な要素であると
考え，当院としてもCTCAEによる有害事象評価を
組み入れたがん薬物療法専用のトレーシングレポー
トの作成・運用などについて検討を進めている。連
携事業の主軸をなす情報源となるため，効果的かつ
汎用性の高いものを創出できればと考えており，ま
たこれを通した教育効果なども狙っていきたい。
課題 4 　がん医療に関わる薬剤師の育成

連携事業では，病院と保険調剤薬局を橋渡しする
病院薬剤師の存在が大きく，担当者はその要とな
る。外来がん化学療法に関わる薬剤師がこれに該当
するが，関連業務である「がん患者指導管理料ハ

（病院）」の算定要件を満たすためにも，がん領域に
おける専門認定（日本医療薬学会認定がん専門薬剤
師など）を有することが望ましい。そのため，認定
者の継続的な輩出が不可欠であり，県内のがん治療
を牽引する役割を担う当院としては，指導者の擁立
と後進育成が重要な課題である。異動が避けられな
い職場であるが，事業存続のためにも体制整備を



第 61 巻　第 1号（2023 年 2 月） 37

図っていきたい。現在，日本医療薬学会におけるが
ん専門薬剤師認定制度では，施設にて単独で研修を
遂行しがん専門薬剤師を養成できる「基幹施設」と，

「基幹施設」との連携を条件として研修を遂行でき
る「連携施設」が制定されている（詳細は制度規程
を参照：https://www.jsphcs.jp/nintei/cont/g-kitei.pdf）。
当院は「基幹施設」であり，研修の受け入れや認定
者の育成を継続的に行ってきたわけだが，今後は他
の県立病院とも連携することで，より多くの人材を
効率良く育成することが可能になるものと思われ
る。また同学会では，保険調剤薬局に勤務する薬剤
師を対象とした地域薬学ケア専門薬剤師の認定制度
も制定しており，規程として医療機関（病院）での
研修歴と症例経験を認定要件としている。臨床経験
豊富な薬剤師が保険調剤薬局に在するということ
は，薬薬連携事業の質向上において期待も大きい。
当院としても，延いては対応していきたいところで
あり，病院と保険調剤薬局双方の薬剤師の人材育成
に貢献できれば，と考えている。

【おわりに】
ある施設では，従来型の薬薬連携の枠組みを越

え，医師・看護師など様々な医療スタッフが加わっ
た多職種連携（医看薬薬連携）が展開されてい
る15）。適正ながん治療，真の患者サポートを実践す
る上で，薬剤師間の連携のみでは不十分であり，診
療にあたる医師や間近でかかわる看護師など他職種
との情報共有は不可欠である，としている。緩和ケ
ア医の立場からの報告16）では，外来におけるがん
疼痛治療や緩和ケアの充実において，関わる病院薬
剤師と保険調剤薬局薬剤師の知識や技能の平準化や
薬薬連携の充実が重要であることを示唆しており，
今後の様々な医療発展において「連携」は必須の要
素と言える。一方，新型コロナウィルス感染禍で

「連携」のハードルはさらに高まったことは否めな
い。しかし，これを機に急速に進歩したInformation 
Technology技術を駆使することで，別の角度から連
携事業が進展したのは確かである。当部門としても
様々な技術・情報を取り入れつつ，今後の業務展開
に活用していく所存である。
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